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(57)【要約】
　ヘッドマウントデバイスのユーザの環境の少なくとも
１つのパラメータを感知するように構成される環境感知
モジュールを含むヘッドマウントデバイスであって、感
知モジュールは、少なくとも、ヘッドマウントデバイス
のユーザの環境のパラメータを感知するように構成され
るセンサと、パラメータを表す、センサによって感知さ
れたデータを解析モジュールに送信するように構成され
る通信コンポーネントとを含み、パラメータは、ユーザ
の直接的な環境内の空気、及び／又はユーザの直接的な
環境内の電磁波、及び／又はユーザの直接的な環境内の
音波に関係する、ヘッドマウントデバイス。ヘッドマウ
ントデバイスのユーザの環境の少なくとも１つのパラメ
ータを解析するように構成される環境解析モジュール。
複数のかかるヘッドマウントデバイスを含む環境パラメ
ータマッピングシステム。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドマウントデバイスであって、前記ヘッドマウントデバイスのユーザの環境の少な
くとも１つのパラメータを感知するように構成され、前記感知モジュールは、少なくとも
、
　－　前記ヘッドマウントデバイスの前記ユーザの前記環境のパラメータを感知するよう
に構成されるセンサと、
　－　前記パラメータを表す、前記センサによって感知されたデータを解析モジュールに
送信するように構成される通信コンポーネントと
を含み、
　前記パラメータは、前記ユーザの前記直接的な環境内の空気、及び／又は前記ユーザの
前記直接的な環境内の電磁波、及び／又は前記ユーザの前記直接的な環境内の音波に関係
する、ヘッドマウントデバイス。
【請求項２】
　前記センサは、前記ユーザの周囲の前記空気の特性及び／又は組成、例えば、前記ユー
ザの周囲の前記空気中のアレルゲン、及び／又は特定の化合物、及び／又は微粒子の存在
及び／又は量を感知するように適合される、請求項１に記載のヘッドマウントデバイス。
【請求項３】
　眼鏡フレームを更に含み、前記センサは、前記眼鏡フレームのブリッジ、及び／又はパ
ッド、及び／又はブレースバー上に取り付けられる、請求項２に記載のヘッドマウントデ
バイス。
【請求項４】
　前記ヘッドマウントデバイスの前記ユーザの地理位置情報に関する地理位置情報データ
を判断するように構成される地理位置情報モジュールを更に含み、前記通信コンポーネン
トは、前記環境の前記パラメータを表す前記データと共に地理位置情報データをマッピン
グモジュールに送信するように構成される、請求項１～３のいずれか一項に記載のヘッド
マウントデバイス。
【請求項５】
　マッピングモジュールであって、
　－　前記センサによって感知された前記パラメータを表すデータを地理位置情報データ
と共に前記通信コンポーネントから受信するように構成される通信モジュールと、
　－　少なくともコンピュータ実行可能命令を格納するメモリと、
　－　前記メモリ内に格納される前記コンピュータ実行可能命令を実行するためのプロセ
ッサと
を含むマッピングモジュールを更に含み、前記コンピュータ実行可能命令は、
　－　前記ユーザの前記環境の前記パラメータを表す前記データ及び前記地理位置情報デ
ータを処理して、前記環境の前記パラメータのマッピングを生成する
ための命令を含む、請求項４に記載のヘッドマウントデバイス。
【請求項６】
　環境解析モジュールであって、
　－　前記センサによって感知された前記パラメータを表すデータを前記通信コンポーネ
ントから受信するように構成される通信要素と、
　－　少なくともコンピュータ実行可能命令を格納するメモリと、
　－　前記メモリ内に格納される前記コンピュータ実行可能命令を実行するためのプロセ
ッサと
を含む環境解析モジュールを更に含み、前記コンピュータ実行可能命令は、
　－　前記ユーザの前記環境の前記パラメータを表す前記データを処理して、前記ユーザ
の前記環境の前記空気組成、及び／又は電磁放射、及び／又は音を表す環境情報を生成す
る
ための命令を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載のヘッドマウントデバイス。
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【請求項７】
　前記通信要素は、遠隔エンティティ、例えば、マッピングモジュールから、前記ユーザ
の前記環境のマッピングパラメータのマッピングを受信するように更に構成され、前記マ
ッピングパラメータは、前記ユーザの前記環境の前記空気組成、及び／又は前記電磁放射
、及び／又は前記音に関係し、及び
　前記コンピュータ実行可能命令は、
　－　環境情報を生成する際に前記マッピングを処理する
ための命令を更に含む、請求項６に記載のヘッドマウントデバイス。
【請求項８】
　前記センサによって感知された前記パラメータ及び前記マッピングパラメータは、前記
ユーザの前記環境内の前記空気組成に関係する、請求項７に記載のヘッドマウントデバイ
ス。
【請求項９】
　前記センサによって感知された前記パラメータ及び前記マッピングパラメータは、前記
ユーザの前記環境内の前記電磁放射及び／又は前記音に関係する、請求項８に記載のヘッ
ドマウントデバイス。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載のヘッドマウントデバイスのユーザの環境の少なく
とも１つのパラメータを解析するように構成される環境解析モジュールであって、
　－　前記ヘッドマウントデバイスの前記センサによって感知された前記パラメータを表
すデータを前記通信コンポーネントから受信するように構成される通信要素と、
　－　少なくともコンピュータ実行可能命令を格納するメモリと、
　－　前記メモリ内に格納される前記コンピュータ実行可能命令を実行するためのプロセ
ッサと
を含み、前記コンピュータ実行可能命令は、
　－　前記ユーザの前記環境の前記パラメータを表す前記データを処理して、前記ユーザ
の前記環境の前記空気組成、及び／又は前記電磁放射、及び／又は前記音を表す環境情報
を生成する
ための命令を含む、環境解析モジュール。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の複数のヘッドマウントデバイスを含む環境パラ
メータマッピングシステムであって、各ヘッドマウントデバイスは、前記ヘッドマウント
デバイスの前記ユーザの前記地理位置情報に関する地理位置情報データを判断するように
構成される地理位置情報モジュールを更に含み、前記通信コンポーネントは、前記環境の
前記パラメータを表す前記データと共に地理位置情報データをマッピングモジュールに送
信するように構成され、及び各ヘッドマウントデバイスは、前記環境の前記パラメータを
表すデータと共に地理位置情報データを、前記複数のヘッドマウントデバイスが位置する
地帯にわたる前記パラメータのマッピングを決定するように構成される前記マッピングモ
ジュール、例えば、共通マッピングモジュールに送信するように編成される、環境パラメ
ータマッピングシステム。
【請求項１２】
　サービスを提供するための、請求項１０又は１１に記載の環境パラメータマッピングシ
ステムによって決定されるマッピングの使用。
【請求項１３】
　請求項１～９のいずれか一項に記載のヘッドマウント感知デバイスのユーザの環境の少
なくとも１つのパラメータを監視するための方法であって、
　－　環境データ受信ステップＳ１であって、その間に、前記ユーザの前記環境の少なく
とも１つのパラメータを表す環境データが前記ヘッドマウント感知デバイスから受信され
、前記少なくとも１つのパラメータは、前記ユーザの前記直接的な環境内の前記空気、及
び／又は前記ユーザの前記直接的な環境内の前記電磁波、及び／又は前記ユーザの前記直
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接的な環境内の前記音波に関係する、環境データ受信ステップＳ１と、
　－　環境情報生成ステップＳ２であって、その間に、前記受信された環境データに少な
くとも基づいて環境情報が生成される、環境情報生成ステップＳ２と
を含む、方法。
【請求項１４】
　前記環境データ受信ステップＳ１の前に、感知ステップであって、その間に、前記ユー
ザの前記直接的な環境内の前記空気、及び／又は前記ユーザの前記直接的な環境内の前記
電磁波、及び／又は前記ユーザの前記直接的な環境内の前記音波に関係する少なくとも１
つのパラメータが、請求項１～９のいずれか一項に記載のヘッドマウント感知デバイスの
前記センサによって感知される、感知ステップを更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　－　地理位置情報データ受信ステップであって、その間に、前記ユーザの前記地理位置
情報に関する地理位置情報データが受信される、地理位置情報データ受信ステップと、
　－　マッピング生成ステップであって、前記環境の前記少なくとも１つのパラメータの
マッピングが、前記受信された環境データ及び地理位置情報データに基づいて生成される
、マッピング生成ステップと
を更に含む、請求項１３又は１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドマウントデバイスのユーザの環境の少なくとも１つのパラメータを感
知するように構成される環境感知モジュールと、ユーザの環境の少なくとも１つのパラメ
ータを解析するように構成される環境解析モジュールと、環境パラメータマッピングシス
テムとを含むヘッドマウントデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　幾つかの都市は、空気組成の監視を提供するために空気組成を感知するように都市の周
辺に設置された空気組成制御デバイスを有する。
【０００３】
　かかるデバイスは、都市周辺の空気中の特定の分子濃度が所定の値を上回る場合に都市
が警告を発することを可能にする。
【０００４】
　かかるデバイスは、良好な平均的結果を提供するが、それらは幾つかの欠点を有する。
それらの第１のものは、サンプリングが大きくなる可能性があり、従って都市全体の平均
的な結果のみを提供することである。従って、かかるシステムの分解能は低い可能性があ
り、通常、都市又は地域等の広域にわたる情報を提供することに限定される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の１つの目的は、かかる向上された環境感知デバイスを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために、本発明は、ヘッドマウントデバイスであって、ヘッドマウ
ントデバイスのユーザの環境の少なくとも１つのパラメータを感知するように構成され、
感知モジュールは、少なくとも、
　－　ヘッドマウントデバイスのユーザの環境のパラメータを感知するように構成される
センサと、
　－　パラメータを表す、センサによって感知されたデータを解析モジュールに送信する
ように構成される通信コンポーネントと
を含み、
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　パラメータは、ユーザの直接的な環境内の空気、及び／又はユーザの直接的な環境内の
電磁波、及び／又はユーザの直接的な環境内の音波に関係する、ヘッドマウントデバイス
を提案する。
【０００７】
　有利には、ヘッドマウントデバイス上に取り付けられる感知モジュールを有することは
、ユーザの直接的な環境内のパラメータを感知することを可能にする。
【０００８】
　従来技術の感知デバイスは、通常、屋外又は少なくとも公共の場に設置される。従って
、大半の人は屋内でその時間を過ごすが、店舗及び家庭等の全ての私的な場所は、通常、
かかるデバイスによって監視されていない。空気組成は、家屋内では屋外と極めて異なる
可能性があることが観測されている。
【０００９】
　本発明によるヘッドマウントデバイスは、屋内又は屋外にいるという事実とは無関係に
、ユーザの直接的な環境内の空気中の少なくとも１つのパラメータの正確な感知を提供す
ることを可能にする。
【００１０】
　更に、ヘッドマウントセンサを有することは、ユーザの眼、鼻、口、耳、及び脳に極め
て近いパラメータを感知し、従ってユーザのバッグ、又はポケット、又は更に手首に担持
される場合よりも多くの空気、電磁波、及び音波に関する関連データを提供することを可
能にする。
【００１１】
　単体又は組み合わせて考慮することができる更なる実施形態によれば、
　－　センサは、ユーザの周囲の空気の特性及び／又は組成、例えば、ユーザの周囲の空
気中のアレルゲン、及び／又は特定の化合物、及び／又は微粒子の存在及び／又は量を感
知するように適合され、及び／又は
　－　ヘッドマウントデバイスは、眼鏡フレームを更に含み、センサは、眼鏡フレームの
ブリッジ、及び／又はパッド、及び／又はブレースバー上に取り付けられ、及び／又は
　－　センサは、ユーザの環境内の音の強さ及び／又は周波数を感知するように適合され
、及び／又は
　－　ヘッドマウントデバイスは、眼鏡フレームを更に含み、センサは、眼鏡フレームの
側面に取り付けられ、及び／又は
　－　センサは、ユーザの環境内の電磁放射の強度、及び／又は波長、及び／又は方向を
感知するように適合され、及び／又は
　－　ヘッドマウントデバイスは、ヘッドマウントデバイスのユーザの地理位置情報に関
する地理位置情報データを判断するように構成される地理位置情報モジュールを更に含み
、通信コンポーネントは、環境のパラメータを表すデータと共に地理位置情報データをマ
ッピングモジュールに送信するように構成され、及び／又は
　－　ヘッドマウントデバイスは、マッピングモジュールであって、
　　○センサによって感知されたパラメータを表すデータを地理位置情報データと共に通
信コンポーネントから受信するように構成される通信モジュールと、
　　○少なくともコンピュータ実行可能命令を格納するメモリと、
　　○メモリ内に格納されるコンピュータ実行可能命令を実行するためのプロセッサと
を含むマッピングモジュールを更に含み、コンピュータ実行可能命令は、ユーザの環境の
パラメータを表すデータ及び地理位置情報データを処理して、環境のパラメータのマッピ
ングを生成するための命令を含み、及び／又は
　－　ヘッドマウントデバイスは、環境解析モジュールであって、
　　○センサによって感知されたパラメータを表すデータを通信コンポーネントから受信
するように構成される通信要素と、
　　○少なくともコンピュータ実行可能命令を格納するメモリと、
　　○メモリ内に格納されるコンピュータ実行可能命令を実行するためのプロセッサと
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を含む環境解析モジュールを更に含み、コンピュータ実行可能命令は、ユーザの環境のパ
ラメータを表すデータを処理して、ユーザの環境の空気組成、及び／又は電磁放射、及び
／又は音を表す環境情報を生成するための命令を含み、
　－　環境情報は、警告情報、及び／又は勧告、及び／又は起動パラメータを含み、及び
／又は
　－　通信要素は、遠隔エンティティ、例えば、マッピングモジュールから、ユーザの環
境のマッピングパラメータのマッピングを受信するように更に構成され、マッピングパラ
メータは、ユーザの環境の空気組成、及び／又は電磁放射、及び／又は音に関係し、及び
コンピュータ実行可能命令は、環境情報を生成する際にマッピングを処理するための命令
を更に含み、及び／又は
　－　センサによって感知されたパラメータ及びマッピングパラメータは、ユーザの環境
内の空気組成に関係し、及び／又は
　－　センサによって感知されたパラメータ及びマッピングパラメータは、ユーザの環境
内の電磁放射に関係し、及び／又は
　－　センサによって感知されたパラメータ及びマッピングパラメータは、ユーザの環境
内の音に関係し、及び／又は
　－　ヘッドマウントデバイスは、環境解析モジュールと通信し、且つ環境解析モジュー
ルから受信された環境情報に基づいてユーザに信号を出力するように構成される出力ユニ
ットを更に含む。
【００１２】
　本発明は、本発明によるヘッドマウントデバイスのユーザの環境の少なくとも１つのパ
ラメータを解析するように構成される環境解析モジュールであって、
　－　ヘッドマウントデバイスのセンサによって感知されたパラメータを表すデータを通
信コンポーネントから受信するように構成される通信要素と、
　－　少なくともコンピュータ実行可能命令を格納するメモリと、
　－　メモリ内に格納されるコンピュータ実行可能命令を実行するためのプロセッサと
を含み、コンピュータ実行可能命令は、ユーザの環境のパラメータを表すデータを処理し
て、ユーザの環境の空気組成、及び／又は電磁放射、及び／又は音を表す環境情報を生成
するための命令を含む、環境解析モジュールに更に関する。
【００１３】
　環境情報は、警告情報、及び／又は勧告、及び／又は起動パラメータを含み得る。
【００１４】
　本発明は、本発明による複数のヘッドマウントデバイスを含む環境パラメータマッピン
グシステムであって、各ヘッドマウントデバイスは、ヘッドマウントデバイスのユーザの
地理位置情報に関する地理位置情報データを判断するように構成される地理位置情報モジ
ュールを更に含み、通信コンポーネントは、環境のパラメータを表すデータと共に地理位
置情報データをマッピングモジュールに送信するように構成され、及び各ヘッドマウント
デバイスは、環境のパラメータを表すデータと共に地理位置情報データを、複数のヘッド
マウントデバイスが位置する地帯にわたるパラメータのマッピングを決定するように構成
されるマッピングモジュール、例えば、共通マッピングモジュールに送信するように編成
される、環境パラメータマッピングシステムにも関する。
【００１５】
　ヘッドマウントデバイスは、地理位置情報データ及び／又は環境のパラメータを表すデ
ータを互いに通信するように編成され得る。
【００１６】
　本発明は、サービスを提供するための、本発明による環境パラメータマッピングシステ
ムによって決定されるマッピングの使用に更に関する。例えば、マッピングは、不動産価
格設定を決定するために用いられ得る。例えば、マッピングは、かかる街路、又は曲がり
角、又はブロックが、より少なく若しくは多く汚染されているか、若しくは騒がしいか、
又は平均よりも多いか若しくは少ない密度の電磁波を含むかを示し得る。かかる表示は、
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不動産の価格設定を決定する場合に考慮され得る。
【００１７】
　本発明は、本発明によるヘッドマウント感知デバイスのユーザの環境の少なくとも１つ
のパラメータを監視するための方法であって、
　－　環境データ受信ステップＳ１であって、その間に、ユーザの環境の少なくとも１つ
のパラメータを表す環境データがヘッドマウント感知デバイスから受信され、少なくとも
１つのパラメータは、ユーザの直接的な環境内の空気、及び／又はユーザの直接的な環境
内の電磁波、及び／又はユーザの直接的な環境内の音波に関係する、環境データ受信ステ
ップＳ１と、
　－　環境情報生成ステップＳ２であって、その間に、受信された環境データに少なくと
も基づいて環境情報が生成される、環境情報生成ステップＳ２と
を含む、方法にも関する。
【００１８】
　本発明の方法は、環境データ受信ステップＳ１の前に、感知ステップであって、その間
に、ユーザの直接的な環境内の空気、及び／又はユーザの直接的な環境内の電磁波、及び
／又はユーザの直接的な環境内の音波に関係する少なくとも１つのパラメータが、本発明
によるヘッドマウント感知デバイスのセンサによって感知される、感知ステップを更に含
み得る。
【００１９】
　本発明の方法は、
　－　地理位置情報データ受信ステップであって、その間に、ユーザの地理位置情報に関
する地理位置情報データが受信される、地理位置情報データ受信ステップと、
　－　マッピング生成ステップであって、環境の少なくとも１つのパラメータのマッピン
グが、受信された環境データ及び地理位置情報データに基づいて生成される、マッピング
生成ステップと
を更に含む。
【００２０】
　本発明は、プロセッサにとってアクセス可能であり、且つプロセッサによって実行され
ると、プロセッサに少なくとも本発明による方法のステップを実行させる１つ以上の格納
された命令のシーケンスを含むコンピュータプログラム製品に更に関する。
【００２１】
　本発明は、コンピュータ読取可能記憶媒体であって、それらに記録されたプログラムを
有するコンピュータ読取可能記憶媒体にも関し、ここで、プログラムは、コンピュータに
少なくとも本発明の方法のステップを実行させる。
【００２２】
　本発明は、１つ以上の命令のシーケンスを格納し、且つ少なくとも本発明による方法の
ステップを実行するように適合されるプロセッサを含むデバイスに更に関する。
【００２３】
　以下の検討により明らかなように、特に明記のない限り、本明細書を通じて「コンピュ
ーティング」、「計算」等の用語を用いる検討は、コンピューティングシステムのレジス
タ及び／又はメモリ内部の電子的等の物理的数量として表されるデータを、コンピューテ
ィングシステムのメモリ、レジスタ、又は他のかかる情報記憶、転送若しくは表示デバイ
ス内部の物理的数量として同様に表される他のデータに操作及び／又は変換するコンピュ
ータ又はコンピューティングシステム、又は同様の電子コンピューティングデバイスの動
作及び／又は処理を指すことが理解される。
【００２４】
　本発明の実施形態は、本明細書中の操作を実行するための装置を含み得る。この装置は
、特に所望の目的のために構築され得るか、又はコンピュータ内に格納されるコンピュー
タプログラムによって選択的に起動若しくは再設定される汎用コンピュータ若しくはデジ
タル信号プロセッサ（「ＤＳＰ」）を含み得る。かかるコンピュータプログラムは、フロ
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ッピーディスク、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、光磁気ディスク、読出し専用メモリ（ＲＯ
Ｍ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、電気的プログラム可能読出し専用メモリ（Ｅ
ＰＲＯＭ）、電気的消去可能及びプログラム可能読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、磁
気又は光カードを含む任意の種類のディスク、又は電子的命令を格納するために適してお
り且つコンピュータシステムバスに結合することが可能な他の種類の媒体等であるが、こ
れらに限定されないコンピュータ読取可能記憶媒体内に格納され得る。
【００２５】
　本明細書中に提示する処理及び表示は、本質的に、いずれかの特定のコンピュータ又は
他の装置に関係しない。様々な汎用システムが本明細書中の教示に従うプログラムと共に
用いられ得、又は所望の方法を実行するより専用の装置を構築するために便利であること
を実証し得る。
【００２６】
　様々なこれらのシステムに対する所望の構造は、以下の説明から明らかとなる。加えて
、本発明の実施形態は、任意の特定のプログラミング言語を参照して説明しない。様々な
プログラミング言語が本明細書中で説明するような本発明の教示を実装するために用いら
れ得ることが理解されるであろう。
【００２７】
　ここで、本発明の実施形態をごく一例として且つ以下の図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明によるヘッドマウントデバイスの概略図である。
【図２】環境解析モジュールと通信しているヘッドマウントデバイスの概略図である。
【図３】本発明による環境パラメータマッピングシステムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図面内の構成要素は、簡略化及び明確化のために示されており、必ずしも正確な縮尺で
描かれていない。例えば、図面内の構成要素の幾つかの寸法は、本発明の実施形態の理解
を向上させることに役立つよう、他の構成要素と比較して誇張されている可能性がある。
【００３０】
　図１に示すように、本発明は、ヘッドマウントデバイスのユーザの環境の少なくとも１
つのパラメータを感知するように構成される環境感知モジュールを含むヘッド部１０に関
する。
【００３１】
　ヘッドマウントデバイスは、一般に、センサ２０及び２２を含む感知モジュールと通信
コンポーネント１４とを有する眼鏡フレーム１２を含み得る。
【００３２】
　ヘッドマウントデバイスのユーザの環境のパラメータを感知するように構成された少な
くともセンサ、例えば、複数のセンサを含む感知モジュールである。
【００３３】
　パラメータは、一般に、ユーザの直接的な環境内の空気、及び／又はユーザの直接的な
環境内の電磁波、及び／又はユーザの直接的な環境内の音波に関係する。
【００３４】
　本発明の意味において、着用者の直接的な環境とは、ユーザから数メートル以内の環境
として理解すべきである。一般に、直接的な環境は、ユーザが呼吸できる空気、及び／又
はユーザが聞くであろう音、及び／又はユーザが受けるであろう電磁波を含む。
【００３５】
　ヘッドマウントデバイスは、ユーザの直接的な環境内、例えば、ユーザの５メートル以
内の空気の特性及び／又は組成を感知するように適合されたセンサを含み得る。センサは
、ユーザの周囲の空気中のアレルゲン、及び／又は特定の化合物、及び／又は微粒子の存
在及び／又は量を感知するように適合され得る。センサは、イエダニ、特定の臭気、ＣＯ
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等の有毒ガス、又は他の存在を検出及び／又は定量化するように適合され得る。
【００３６】
　センサは、化学又はカメラ等の光学センサであり得る。本発明によるデバイスは、特定
の食品を食べるか又は特定の薬品を服用するときに、ユーザのためにアレルギーの危険性
を判断するために用いることができるＲＦＩＤリーダを含み得る。
【００３７】
　かかるセンサの精度を向上させるために、それらは、眼鏡フレームのブリッジ、及び／
又はパッド、及び／又はブレースバー上に取り付けられ得る。
【００３８】
　センサは、ユーザの直接的な環境内の音を感知するように適合され得る。例えば、セン
サは、着用者の環境内の音の強さ及び／又は周波数を検出するように適合され得る。かか
るセンサは、一般に、眼鏡フレームに埋め込まれるマイクロフォンであり得る。かかるセ
ンサは、一般に、ユーザの環境の音情報を取得するためにヘッドマウントデバイスの側面
に設置され得る。
【００３９】
　センサは、ユーザの環境内の電磁放射の強度、及び／又は波長、及び／又は方向を感知
するように適合され得る。
【００４０】
　センサは、より詳細には、一般に、１０ｎｍ～１００μｍに含まれる波長のための光電
磁放射を検出するように適合され得る。かかるセンサは、一般に、輝度、フォトダイオー
ド照度計、カメラである。
【００４１】
　ユーザが受け取る光の強さ及び／又は周波数を感知することは、露光過多又は露光不足
によるグレア危険性を判断するために用いられ得る。
【００４２】
　センサは、マイクロ及び／又は電波、特に受けた電磁放射の強さ及び周波数を検出する
よう特に適合され得る。かかるセンサは、例えば、フォトダイオード、及び／又はスペク
トロポータブル、及び／又は電磁放射検出器であり得る。
【００４３】
　感知モジュールは、着用者の周囲の温度及び／又は湿度を判断するために温度及び／又
は湿度センサを更に含み得る。
【００４４】
　通信コンポーネント１４は、パラメータを表す、センサによって感知されたデータを解
析モジュール１６に送信するように構成される。
【００４５】
　本発明による環境解析モジュール１６は、一般に、
　－　センサによって感知されたパラメータを表すデータを通信コンポーネントから受信
するように構成される通信要素と、
　－　少なくともコンピュータ実行可能命令を格納し、且つ受信データを格納するように
構成されるメモリと、
　－　メモリ内に格納されるコンピュータ実行可能命令を実行するためのプロセッサと
を含む。
【００４６】
　コンピュータ実行可能命令は、一般に、ユーザの環境のパラメータを表すデータを処理
して、ユーザの環境の空気組成、及び／又は電磁放射、及び／又は音を表す環境情報を生
成するための命令を含む。
【００４７】
　図１に示すように、環境解析モジュール１６は、ヘッドマウントデバイスに埋め込まれ
得る。
【００４８】
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　環境解析モジュール１６は、図２に示すような遠隔エンティティの一部であり得る。
【００４９】
　本発明の実施形態によれば、環境情報の処理は、収集したデータの統計的解析を用いて
もたらされる。
【００５０】
　統計は、測定／収集したデータの収集、整理、解析、解釈、及び／又は表示に関与する
。技術の進歩と共に、より広範で複雑なコンピューティングは、大量のデータが収集、格
納、及び／又は処理されることを可能にする。更に、データを評価するための方法が多く
ある。
【００５１】
　統計的解析は、ユーザの環境の空気組成、及び／又は電磁放射、及び／又は音を表す環
境情報を生成するために、ユーザの環境のパラメータを表すデータ等の感知されたデータ
を処理及び／又は評価するために用いることができる。統計の２つの主な種類は、記述及
び推測統計学である。
【００５２】
　記述統計学は、収集したデータを整理し、集計するための方法を含む。これらの方法は
、データの変動の平均、百分位数、及び測度等のグラフ、表、チャート、及び測定値を含
むが、これらに限定されない。パターン検出、機械学習、及び人工知能方法のためのデー
タマイニング、回帰モデリング、並びに要約統計量が記述統計学において用いられ得る。
【００５３】
　推測統計学は、データのサンプルの評価に基づいて収集されたデータについて結論付け
るための方法に基づいている。例えば、データのセット全体に関して予測を行うことがで
きる。予測の一例は、収集されたデータに基づくユーザのアレルギーの危険性に関係し得
る。かかるアレルギーを達成又は回避するために勧告が行われ得る。
【００５４】
　回帰分析等の統計的方法がデータを解析するために用いられ得る。回帰分析は、異なる
変数を解析して１つ以上の従属変数と独立変数との間の関係を判断するための技法を含む
。例えば、分析は、１つの独立変数の値が変化する一方、他の独立変数の値を一定に保持
する場合に従属変数の値がどのように変化するかを判断するために用いられ得る。回帰分
析は、予測のために用いられ得、機械学習の分野、すなわち、データ内のパターンを特定
するか、及び／又は評価されたデータに基づいて予測を行うためにアルゴリズムを用いる
人工知能の一支流と重複している。
【００５５】
　異なるモデルが、２つの変数間の関係をモデル化するために回帰分析において用いられ
得る。線形回帰は一種の回帰分析である。線形回帰は、線形予測関数を用いて従属変数と
独立変数との間の関係をモデル化する。未知のモデルパラメータは、線形回帰が行われる
データから推定される。内挿法は、モデルフィッティングのために用いられる収集データ
のセット内の値に基づいて予測を行うために用いられ得る一方、外挿は、収集データのセ
ット外側の値に基づいて予測を行うために用いられ得る。
【００５６】
　線形回帰において、従属変数値が与えられる独立変数の条件付き平均は、一般に、アフ
ィン関数である。幾つかの場合、従属変数が与えられる独立変数の条件付き分布の中央値
又は他の幾つかの分位数は従属変数の線形関数である。
【００５７】
　非線形回帰は、観測情報が非線形関数によってモデル化される一種の回帰分析である。
非線形関数はモデルパラメータの組み合わせであり、独立変数によって決まる。
【００５８】
　環境情報は、例えば、ユーザ又は第三者に、特定の化合物のユーザの環境における存在
又はＣＯ濃度が特定の閾値より上であることを警告する警告情報を含み得る。警告情報は
、例えば、ディスプレイ装置を介する音声及び／又は視覚警告であり得る。
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【００５９】
　環境情報は、例えば、ユーザに対して外へ出て新鮮な空気を吸うこと、又は反対に、そ
の日光への曝露を低減させることを推奨する勧告を含み得る。勧告は、また、例えば、特
定の化合物の濃度が閾値よりも高い場合、窓を開けることであり得る。勧告は、音声及び
／又は視覚の勧告であり得る。
【００６０】
　例えば、屋外でランニング、ウォーキング、自転車等の運動を行っているユーザは、そ
の環境においてある化合物又は花粉の濃度が閾値よりも上であることを通知され得る。か
かる情報に基づいて、ユーザは、その運動を中止するように勧告され得る。更に、ヘッド
マウントデバイスが地理位置情報モジュール及びマッピングモジュールを含む場合、ユー
ザは、その周囲の良好な場所、すなわち、近隣の化合物又は花粉の濃度が低い良好な場所
を通知され得る。
【００６１】
　ヘッドマウントデバイスは、空気組成、音、及び／又は電磁波に基づく案内又はナビゲ
ーション情報を更に提供することができる。例えば、ユーザは、可能な限り少ない汚染環
境で歩きに出掛けることを望む可能性がある。地理位置情報及びマッピングデータを用い
るヘッドマウントデバイスは、かかる環境基準に基づいてユーザのためにナビゲーション
を提供し得る。
【００６２】
　環境情報は、例えば、プログラム可能レンズ、又は照明、窓を開けること、換気起動等
の建物のホームオートメーション等の他の接続されたデバイスを起動するための起動パラ
メータを含み得る。
【００６３】
　本発明によるヘッドマウントデバイスは、ユーザの快適さ、及び網膜毒性、時間生物学
的なリズム、偏頭痛、呼吸器危険性等のユーザの健康に関する、ユーザのその環境に対す
る曝露を制御することを可能にする。
【００６４】
　本発明の実施形態によれば、ヘッドマウントデバイスは、ヘッドマウントデバイスのユ
ーザの地理位置情報に関する地理位置情報データを判断するように構成される地理位置情
報モジュールを更に含む。通信コンポーネントは、環境のパラメータを表すデータと共に
地理位置情報データをマッピングモジュールに送信するように構成されている。
【００６５】
　有利には、デバイスに位置決めシステム、タイマー、及び特定のセンサを有することに
より、予測される主要パラメータを測定することが可能になる。それは、簡単な仮説の計
算により、ユーザの環境のマネージャを支援する。
【００６６】
　マッピングモジュールはヘッドマウントデバイスに埋め込まれ得、又は遠隔エンティテ
ィ内にあり得る。
【００６７】
　本発明の実施形態によれば、マッピングモジュールは、
　－　センサによって感知されたパラメータを表すデータを地理位置情報データと共に通
信コンポーネントから受信するように構成される通信モジュールと、
　－　少なくともコンピュータ実行可能命令を格納し、且つ受信データの少なくとも一部
を格納するように構成されるメモリと、
　－　メモリ内に格納されるコンピュータ実行可能命令を実行するためのプロセッサと
を含み得る。コンピュータ実行可能命令は、ユーザの環境のパラメータを表すデータ及び
地理位置情報データを処理して、環境のパラメータのマッピングを生成するための命令を
含む。
【００６８】
　有利には、マッピングモジュールは、ユーザが移動している間に異なるデータのマッピ
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ングを提供することを可能にする。例えば、着用者が散歩している場合、ヘッドマウント
デバイスは大気汚染を感知し、マッピングモジュールを用いて、ユーザ周辺だけでなく、
ユーザが取る経路に沿った大気汚染の正確なマッピングを決定することが可能であり得る
。
【００６９】
　本発明の実施形態によれば、本発明の環境解析モジュールの通信要素は、遠隔エンティ
ティ、例えば、マッピングモジュールから、ユーザの環境のマッピングパラメータのマッ
ピングを受信するように構成され得、マッピングパラメータは、ユーザの環境の空気組成
、及び／又は電磁放射、及び／又は音に関係する。コンピュータ実行可能命令は、環境情
報を生成する際にマッピングを処理するための命令を更に含む。
【００７０】
　例えば、センサによって感知されたパラメータ及びマッピングパラメータは、ユーザの
環境内の空気組成に関係する。
【００７１】
　センサによって感知されたパラメータ及びマッピングパラメータは、ユーザの環境内の
電磁放射に関係し得る。例えば、電波及び／又はマイクロ波放射若しくは光放射である。
【００７２】
　更に、センサによって感知されたパラメータ及びマッピングパラメータは、ユーザの環
境内の音に関係する。
【００７３】
　有利には、かかる実施形態は、特定の地域にわたる少なくとも１つの環境パラメータの
マッピングを提供及び／又は更新することを可能にする。
【００７４】
　かかるマッピングの精度は、本発明による複数のヘッドマウントデバイスを用いて確立
される場合に更に向上され得る。
【００７５】
　図３に示すように、本発明は、本発明による複数のヘッドマウントデバイス１０ａ～１
０ｅを含む環境パラメータマッピングシステムに更に関する。
【００７６】
　各ヘッドマウントデバイスは、ヘッドマウントデバイスのユーザの地理位置情報に関す
る地理位置情報データを判断するように構成される地理位置情報モジュールを含み、及び
通信コンポーネントは、環境のパラメータを表すデータと共に地理位置情報データをマッ
ピングモジュールに送信するように構成されている。
【００７７】
　更に、各ヘッドマウントデバイスは、環境のパラメータを表すデータと共に地理位置情
報データをマッピングモジュールに送信するように編成される。
【００７８】
　マッピングモジュールは、複数のヘッドマウントデバイスが位置する地帯又は地域にわ
たるパラメータのマッピングを決定するように構成される。
【００７９】
　ヘッドマウントデバイスは、地理位置情報データ及び／又は環境のパラメータを表すデ
ータを互いに通信するように編成される。
【００８０】
　図３に表すように、全てのヘッドマウントデバイスは、データを単一のマッピングモジ
ュールに送信するように構成され得る。代替として、マッピングシステムは、中央エンテ
ィティと且つ／又はそれらの間で通信するように編成される複数のマッピングモジュール
を含み得る。
【００８１】
　各ヘッドマウントデバイスは、通信ネットワークを経由して、直接又は間接のいずれか
一方で１つ以上の他のヘッドマウントデバイス、及び／又は環境解析モジュール、及び／
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又はマッピングモジュールと通信することができる。通信は、Ｗｉｆｉ又はＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）技術を用いる無線式であることが好ましい。図３において単一要素と
して示されているが、環境マッピングシステムは、サービスをシステムに提供する他のコ
ンピューティングデバイスを含み得、及び／又は図示しない複数の相互接続されたネット
ワークを代表し得る。
【００８２】
　ネットワークはインターネットであり得、コンピューティングデバイスは、ヘッドマウ
ントデバイス、及び／又は環境解析モジュール、及び／又はマッピングモジュールが、ハ
イパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）又はハイパーテキスト転送プロトコルセキュ
ア（ＨＴＴＰＳ）等の多数の公知のプロトコルのいずれかを介して通信するＷｅｂサーバ
、ファイルサーバ、メディアサーバ等であり得る。
【００８３】
　本発明は、包括的発明概念の限定なく実施形態を用いて上で説明してきた。
【００８４】
　多くの更なる改良形態及び変形形態は、ごく一例として与えられ且つ本発明の範囲を限
定することは意図されない、添付の特許請求の範囲によってのみ決定される前述の例示の
実施形態に言及する際にそれら自体を当業者に連想させる。
【００８５】
　特許請求の範囲において、単語「含む」は他の構成要素又はステップを除外せず、不定
冠詞「１つの（ａ）」又は「１つの（ａｎ）」は複数を除外しない。異なる特徴が互いに
異なる従属請求項において列挙されるという単なる事実は、これらの特徴の組み合わせが
有利に用いることができないことを示すものではない。特許請求の範囲内のいかなる参照
符号も本発明の範囲を限定するものとして解釈すべきではない。
【符号の説明】
【００８６】
１４　通信コンポーネント
１６　環境解析モジュール
２０　センサ
２２　センサ
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【図１】

【図２】

【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成30年9月6日(2018.9.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドマウントデバイスであって、前記ヘッドマウントデバイスのユーザの環境の少な
くとも１つのパラメータを感知するように構成され、感知モジュールは、少なくとも、
　－　前記ヘッドマウントデバイスの前記ユーザの前記環境のパラメータを感知するよう
に構成されるセンサと、
　－　前記パラメータを表す、前記センサによって感知されたデータを解析モジュールに
送信するように構成される通信コンポーネントと
を含み、
　前記パラメータは、前記ユーザの直接的な環境内の空気、及び／又は前記ユーザの前記
直接的な環境内の電磁波、及び／又は前記ユーザの前記直接的な環境内の音波に関係する
、ヘッドマウントデバイス。
【請求項２】
　前記センサは、前記ユーザの周囲の前記空気の特性及び／又は組成、例えば、前記ユー
ザの周囲の前記空気中のアレルゲン、及び／又は特定の化合物、及び／又は微粒子の存在
及び／又は量を感知するように適合される、請求項１に記載のヘッドマウントデバイス。
【請求項３】
　眼鏡フレームを更に含み、前記センサは、前記眼鏡フレームのブリッジ、及び／又はパ
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ッド、及び／又はブレースバー上に取り付けられる、請求項２に記載のヘッドマウントデ
バイス。
【請求項４】
　前記ヘッドマウントデバイスの前記ユーザの地理位置情報に関する地理位置情報データ
を判断するように構成される地理位置情報モジュールを更に含み、前記通信コンポーネン
トは、前記環境の前記パラメータを表す前記データと共に地理位置情報データをマッピン
グモジュールに送信するように構成される、請求項１～３のいずれか一項に記載のヘッド
マウントデバイス。
【請求項５】
　マッピングモジュールであって、
　－　前記センサによって感知された前記パラメータを表すデータを地理位置情報データ
と共に前記通信コンポーネントから受信するように構成される通信モジュールと、
　－　少なくともコンピュータ実行可能命令を格納するメモリと、
　－　前記メモリ内に格納される前記コンピュータ実行可能命令を実行するためのプロセ
ッサと
を含むマッピングモジュールを更に含み、前記コンピュータ実行可能命令は、
　－　前記ユーザの前記環境の前記パラメータを表す前記データ及び前記地理位置情報デ
ータを処理して、前記環境の前記パラメータのマッピングを生成する
ための命令を含む、請求項４に記載のヘッドマウントデバイス。
【請求項６】
　環境解析モジュールであって、
　－　前記センサによって感知された前記パラメータを表すデータを前記通信コンポーネ
ントから受信するように構成される通信要素と、
　－　少なくともコンピュータ実行可能命令を格納するメモリと、
　－　前記メモリ内に格納される前記コンピュータ実行可能命令を実行するためのプロセ
ッサと
を含む環境解析モジュールを更に含み、前記コンピュータ実行可能命令は、
　－　前記ユーザの前記環境の前記パラメータを表す前記データを処理して、前記ユーザ
の前記環境の前記空気組成、及び／又は電磁放射、及び／又は音を表す環境情報を生成す
る
ための命令を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載のヘッドマウントデバイス。
【請求項７】
　前記通信要素は、遠隔エンティティ、例えば、マッピングモジュールから、前記ユーザ
の前記環境のマッピングパラメータのマッピングを受信するように更に構成され、前記マ
ッピングパラメータは、前記ユーザの前記環境の前記空気組成、及び／又は前記電磁放射
、及び／又は前記音に関係し、及び
　前記コンピュータ実行可能命令は、
　－　環境情報を生成する際に前記マッピングを処理する
ための命令を更に含む、請求項６に記載のヘッドマウントデバイス。
【請求項８】
　前記センサによって感知された前記パラメータ及び前記マッピングパラメータは、前記
ユーザの前記環境内の前記空気組成に関係する、請求項７に記載のヘッドマウントデバイ
ス。
【請求項９】
　前記センサによって感知された前記パラメータ及び前記マッピングパラメータは、前記
ユーザの前記環境内の前記電磁放射及び／又は前記音に関係する、請求項８に記載のヘッ
ドマウントデバイス。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載のヘッドマウントデバイスのユーザの環境の少なく
とも１つのパラメータを解析するように構成される環境解析モジュールであって、
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　－　前記ヘッドマウントデバイスの前記センサによって感知された前記パラメータを表
すデータを前記通信コンポーネントから受信するように構成される通信要素と、
　－　少なくともコンピュータ実行可能命令を格納するメモリと、
　－　前記メモリ内に格納される前記コンピュータ実行可能命令を実行するためのプロセ
ッサと
を含み、前記コンピュータ実行可能命令は、
　－　前記ユーザの前記環境の前記パラメータを表す前記データを処理して、前記ユーザ
の前記環境の前記空気組成、及び／又は前記電磁放射、及び／又は前記音を表す環境情報
を生成する
ための命令を含む、環境解析モジュール。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の複数のヘッドマウントデバイスを含む環境パラ
メータマッピングシステムであって、各ヘッドマウントデバイスは、前記ヘッドマウント
デバイスの前記ユーザの前記地理位置情報に関する地理位置情報データを判断するように
構成される地理位置情報モジュールを更に含み、前記通信コンポーネントは、前記環境の
前記パラメータを表す前記データと共に地理位置情報データをマッピングモジュールに送
信するように構成され、及び各ヘッドマウントデバイスは、前記環境の前記パラメータを
表すデータと共に地理位置情報データを、前記複数のヘッドマウントデバイスが位置する
地帯にわたる前記パラメータのマッピングを決定するように構成される前記マッピングモ
ジュール、例えば、共通マッピングモジュールに送信するように編成される、環境パラメ
ータマッピングシステム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の環境パラメータマッピングシステムにおいて、マッピングを使用し
てサービスを提供する、
環境パラメータマッピングシステム。
【請求項１３】
　請求項１～９のいずれか一項に記載のヘッドマウント感知デバイスのユーザの環境の少
なくとも１つのパラメータを監視するための方法であって、
　－　環境データ受信ステップＳ１であって、その間に、前記ユーザの前記環境の少なく
とも１つのパラメータを表す環境データが前記ヘッドマウント感知デバイスから受信され
、前記少なくとも１つのパラメータは、前記ユーザの前記直接的な環境内の前記空気、及
び／又は前記ユーザの前記直接的な環境内の前記電磁波、及び／又は前記ユーザの前記直
接的な環境内の前記音波に関係する、環境データ受信ステップＳ１と、
　－　環境情報生成ステップＳ２であって、その間に、前記受信された環境データに少な
くとも基づいて環境情報が生成される、環境情報生成ステップＳ２と
を含む、方法。
【請求項１４】
　前記環境データ受信ステップＳ１の前に、感知ステップであって、その間に、前記ユー
ザの前記直接的な環境内の前記空気、及び／又は前記ユーザの前記直接的な環境内の前記
電磁波、及び／又は前記ユーザの前記直接的な環境内の前記音波に関係する少なくとも１
つのパラメータが、請求項１～９のいずれか一項に記載のヘッドマウント感知デバイスの
前記センサによって感知される、感知ステップを更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　－　地理位置情報データ受信ステップであって、その間に、前記ユーザの前記地理位置
情報に関する地理位置情報データが受信される、地理位置情報データ受信ステップと、
　－　マッピング生成ステップであって、前記環境の前記少なくとも１つのパラメータの
マッピングが、前記受信された環境データ及び地理位置情報データに基づいて生成される
、マッピング生成ステップと
を更に含む、請求項１３又は１４に記載の方法。
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